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理       念 

 

  １ 患者・家族そして全ての県民のために 

 

  ２ 良き精神医療は良き社会をつくる 

 

  ３ こころの時代を支える精神医療 

 

 

基 本 方 針 

 

  １ 人間の尊厳を尊重し人権に配慮した医療 

 

  ２ 都道府県立精神科病院の設置義務に基づいた政策医療 

 

  ３ 客観性と透明性と説明責任を重視した医療 

 

  ４ 適切な医療技術による良質で安全な医療の提供 

 

  ５ 社会復帰と社会参加を目指した医療 

 

  ６ 多職種チームによるリハビリテーションの徹底 

 

  ７ 障害者にやさしい地域ネットワークづくり 

 

 



                   
                                   

令和６年度の年報ができましたので、お届けいたします。昨年度より DX（デジタルトランス

フォーメーション）推進の一環として年報をデジタル化とし、紙発行を中止としましたことご理

解ください。 

 昨年の年報でも触れましたが、「精神保健福祉法の一部改正」の改正法が令和６年４月に全

面施行されました。この改正は平成 1６年９月に厚生労働省の精神保健福祉本部で策定された

「精神保健医療福祉の改革ビジョン」において示された「入院医療中心から地域生活中心へ」と

いう理念を一層推進する内容と感じます。具体的には、非自発的入院に対し、医療保護入院に関

しては入院期間を原則３か月までとする、地域援助事業者の紹介を義務化とする、措置入院者に

関しては退院後生活環境相談員の選任および地域援助事業者の紹介を義務化する、などが法律化

されました。当院は群馬県の夜間休日の精神科３次救急医療（精神保健福祉法警察官通報を３６

５日受け入れ）と司法精神医療を２本柱として運営している病院であり、その精神科３次救急に

よる入院に関しては多くは前記非自発的入院になります。今回の改正、特に医療保護入院の入院

期間が決められたことにより、スタッフの意識付けはもちろんですが、患者さんにおいては最⾧

の入院期間を明示する際には表情が和らぎ、さらに入院期間を短くできる様に治療に積極的とな

ったり、⾧期入院を期待する家族に対してはその意識の変化が散見され、数年後には 「精神科は

⾧期入院」というイメージが払しょくされていくのではないかと期待します。そして当院として

も、より「地域生活中心」を目指して更なる入院期間短縮を目指すように頑張っていこうと思い

ます。 

 病院経営については、人件費や委託費・光熱水費など諸経費の高騰にもかかわらず、医療費

は公定価格のため、多くの病院で経営は非常に大変な状況が続いています。当院は自治体から繰

入金を受けつつ、１０年連続で黒字経営を維持していますが、前記状況が変わらぬ限り今後黒字

継続は難しいでしょう。そういう厳しい状況下であっても、引き続き県民の精神面を支える医療

機関としての役割をしっかり果たしていきたいと思います。今後とも、ご指導のほどよろしくお

願いいたします。 

 

令和８年２月吉日 

群馬県立精神医療センター 

院⾧ 赤田 卓志朗 

年報発刊に当たって
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